
で
不
胞
の
死
を
遂
げ
た
小
槻
伊
治
と
い
う
実
務
官
僚
的
な
貴
族
と

『
御
成
敗
式

H』

官
務
小
槻
伊
治
は
戦
国
時
代
の
大
永
四
年
(
-
五
二
四
）
と
享
禄

二
年

(
-
五
二
九
）
の
二
度
、

『御
成
敗
式
目
』
を
出
版
し
た
人
物

本
を
所
蔵
す
る
。

(
1
)

小
槻
伊
治
に
よ
る

『御
成
敗
式
目
』
の
出
版
は
、

わ
が
国
の
中

世
後
期
に
至
る
ま
で
の
佛
典
以
外
の
国
書
の
刊
行
と
し
て
き
わ
め

て
珍
し
い
も
の
で
あ
る
、

と
そ
の
意
義
が
評
価
さ
れ
て
い
る
0

(2) 

小
論
で
は
、
変
転
常
な
き
戦
国
の
世
に
生
き
、
下
向
先
の
山
口

と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
も
享
禄
版
の

中
国
山
中
の
庄
園
地
頭
が
所
持
し
て
い
た
(
5
)

こ
と
で
わ
か
る
よ

『御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み

た
い
。

『御
成
敗
式
目
』
は
貞
永
元
年
(
―
二
三
二
）
八
月
、
時
の
執
権
北

典
で
あ
り
、

条
泰
時
が
評
定
衆
に
命
じ
て
編
集
さ
れ
た
武
家
成
文
法
の
碁
本
法

小
槻
伊
治
の
生
き
た
時
代
に
お
い
て
も
、
各
地
の
戦

国
大
名
の
い
わ
ゆ
る
戦
国
家
法
に
そ
の
影
響
を
与
え
て
い
た
。

(3)

『式
目
』

(
4
)

は
武
家
支
配
層
だ
け
で
な
く
、

の
出
版
と
小
槻
伊
治

久

保

尾

十
五
世
紀
後
半
の
備

う
に
、
時
を
経
る
に
従
っ
て
広
く
一
般
に
流
布
し
た
。
ま
た
、
『
式

俊

郎
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『御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
tJt
治

此
書
廼
萬
代
不
易
之
法
也
、
故
加
二
清
家
貼

―、
以
重
綬
二
諸
梓

と
し
て
お
り
、
享
禄
版
の
巻
末
刊
語
で
は

記
レ
之
者
姓
名
‘
其
拙
多
端
不
レ
退
二
毛
學
―。
然
而
四
位
外
史
清

原
教
隆
最
為
レ
長
焉
。
既
登
二
明
経
科
ぺ

剰
得
二
儒
術
誉
＿、
誰

敢
差
レ
肩
。

と
清
原
氏
一
族
の
清
原
教
隆
(8)
を

『式
目
』
編
集
者
の
箪
頭
の
者

と
こ
ろ
に
あ
る
。

(7
)
ま
た
、
博
士
家
清
原
氏
系
統
の
本
で
あ
る
こ

小
槻
伊
治
出
版
の
大
永
版
‘

享
禄
版
の
二
本
と
も
踏
襲
し
て
い
る

J

の
よ
う
に
小
槻
伊
治
は
系
譜
的
に
清
原
氏
と
密
接
な
関
係
で

小
槻
氏

II 

と
は
、
大
永
版
の
巻
末
刊
語
に

清
原
氏

伊
治
の
姉
妹
は
宣
賢
の
息
業
賢
の
妻
と
な
り
、
枝
賢
（
頼
賢
）
を
生

ん
で
い
る
。

業
忠

ー
宗
賢
ー
宣
賢

業
賛
ー

枝
賛
（
頼
賢
）

[

女

子

母

小
槻
時
元
女

＝
 

長
興
ー

時

元

伊

治

[

女
子

る
の
を
清
家
本
が
「
志
孝
」
と
す
る
と
い
う
清
家
本
の
特
徴
を

る
清
原
宣
賢
の
女
を
妻
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(lO)
ま
た

る
の
を
清
家
本
は
「
財
物
」

十
八
条
で
武
家
本
が
「
忠
孝
」
と
す

当
時
第

一
級
の
学
者
で
あ
り
清
家
の
学
問
の
大
成
者
と
さ
れ
て
い

て
い
る
。
(
6
)
そ
の
根
拠
は
、
四
条
で
武
家
本
で
は
「
賦
物
」
と
あ
祖
父
長
興
の
頃
か
ら
清
原
氏
と
は
縁
が
あ
り
-9
)
、
伊
治
の
場
合
は

は
二
本
と
も
清
原
氏
系
統
の
本
（
清
家
本
）
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
が
第

一
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
伊
治
の
小
槻
家
は

）
れ
ま
で
の
研
究
で
、
小
槻
伊
治
の
出
版
し
た
『御
成
敗
式
目
』

博
士
家
清
原
氏
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ

氏
が

『式
目
』
解
釈
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
。

小
槻
伊
治
が
清
家
本
の

『御
成
敗
式
目
』
を
出
版
で
き
た
の
は

が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
中
心
的
存
在
と
し
て
、
博
士
家
清
原

に
よ

っ
て
も
理
解
で
き
よ
う
。

目
』
に
は
所
領
庄
園
の
管
理
・
徴
税
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
こ
と

等
か
ら
公
家
側
に
も
関
心
を
持
た
れ
、
室
町
時
代
中
期
以
降
研
究

と
ま
さ
し
く
清
家
の
訓
点
を

つ
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

芙
。
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同 永
年

十 正
-, 一 次

七 四

西I,_ 五．

6 暦-1:: 

れ正目四
た月 ← 月
→ 九追三
式日加十
目 ‘法日、 事
呈 清に

が家つ清
書秘い原
写本て宣 項
さの勘賢
れ点答が
るを 9 

入 式

→ 永 9寸—―と— ̀  式正 出
目十 光
← 七 公

J‘‘U‘ L : 記... 

た
0

(12)
そ
れ
が
業
賢
、
枝
賢
と
継
承
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
式
目
学

の
分
野
に
お
い
て
も
宣
翌
時
代
（
ユ
悶
訂
に
ス
丘
li
o
)
に
次
の
よ
う

な
多
彩
な
活
動
が
な
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
る
経
学
の
講
義
、
箪
写
‘
校
合
、
加
点
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ

る
。
清
原
氏
の
学
問
は
、
室
町
後
期
に
出
た
清
原
宣
賢
の
長
年
に

『宣
賢
式
目
抄
』
他
）
と
呼
ば
れ
る
本
を
所
持
す
る
に
至

っ
て
い

書
』
）
、
業
忠
か
ら
二
代
後
の
宣
賢
の
代
に
な

っ
て
家
本
、

相
伝
本

と
称
せ
ら
れ
て
外
記
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
式
目
学
に
お
い
て
も

業
忠
の
代
に
外
記
家
の
本
が
あ
り
（
清
原
業
忠
『
貞
永
式
目
聞

清
原
氏
は
平
安
中
期
以
降
学
問
の
家
と
し
て
知
ら
れ
、
博
士
家

学
の
展
開
の
一
環
と
し
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

結
ば
れ
て
お
り
、
伊
治
の
『
式
目
』
出
版
の
問
題
も
清
家
の
式
目

大
永
四

一五
二
五
十
二
月
、
小
槻
伊
治
が
『
式
目
』

を
刊
行
（
後
、
そ
れ
に
宣
殴
が
訓

点
を
入
れ
る
）

同

五

一五
二
六
二
月
四
日
、
清
原
業
忠
の

『
貞
永

式
目
聞
書
』
が
書
写
さ
れ
る

同

六

一五二
七
九
月
二
十
三
日
、
宣
賢
が
足
利
義

晴
に

『式
目
』
を
講
義

享
禄
ニ

―五
二JL

八
月
、
伊
治
が
清
家
点
を
加
え
て

再
び

『式
目
』
を
刊
行

天
文
ニ

―li-
―――――

春
、
宣
授
相
伝
の

『御
成
敗
式
目

仮
名
抄
』
が
書
写
さ
れ
る

同

三
一
五
三
四
開
一
月
十
八
日
、
宣
賢
が
『
宣
賢

式
目
抄
』
を
書
く

同

五

五
―
-
＿
六
宣
賢
が
『
式
目
』
を
講
義

同
二
十

一五
五
一
十
一
月
十
二
日
、
清
原
枝
賢
が
清

家
の
秘
説
を
の
せ
、
家
点
を
加
え

た

r
式
目
』
を
書
写

『御
成
敗
式
目

6
 

6
 

仮
名
抄
』

『
宣
賢

式

目

―

少中
』『倭

朝
論
紗
』

枝
賢
本
『式
目』

享
禄
版
『式
目
』

他
に
清
原
宣
賢
が
点
じ
、
息
子
の
業
賢
が
朱
点
を
加
え
、
さ
ら
に

孫
の
枝
賢
が
箪
を
入
れ
た
こ
と
が
奥
書
か
ら
わ
か
る
清
家
本
『
御

成
敗
式
目
』
も
迫
っ
て
い
る
。

(13)

清
原
業
忠
『
貞

永
式
目
聞
習
』

『実
隆
公
記
』

大
永
版
『式
目
』

（
龍
門
文
庫
蔵
）



r
御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
伊
治

五
本
の
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

(14)

録
』
（
補
訂
版
平
成
二
）
に
よ
れ
ば
、
現
在
大
永
版
一
本
、
享
禄
版
本
文
の
字
の
大
き
さ
も
享
禄
版
が
大
き
く

大
永
版
‘
享
禄
版
の
刊
記
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
国
書
総
目

享
禄
版
の
方
が
大
永
版
よ
り
匡
郭
内
が
大
き
く
‘
紙
数
も
多
い
。

五
年
後
に
再
ぴ
『
御
成
敗
式
目
』
を
刊
行
し
た
。
そ
れ
は
現
存
の

と
な
る
。

小
槻
伊
治
は
大
永
四
年
に

『
御
成
敗
式
目
』
を
出
版
し
て
か
ら

ン
チ
、
版
心
「
式
目
（
丁
数
）
」
、
総
紙
数
三
三
葉

左
右
雙
辺
、
有
界
‘
七
行
―
四
字
、
匡
郭
内
二

O・
七

x
-
八
・
O
セ

享
禄
版

一六
・
七
セ
ン
チ
‘
版
心
「
式
目
（
丁
数
）
」
、
総
紙
数
三
〇
葉

宣
賢
の
女
婿
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
小
槻
伊
治
に
よ

っ
て

行
わ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

原
氏
の
式
目
学
の
活
発
な
活
動
が
な
さ
れ
て
い
る
時
期
に
、
清
原

大
永
版

年
と
享
禄
二
年
の
『
御
成
敗
式
目
』
の
出
版
は
、
こ
の
よ
う
な
清
す
と

た
研
究
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
永
四

『
御
成
敗
式
目
』
に
関
す
る
書
写
‘
加
点
‘

注
釈
、
講
義
と
い
っ

五
五
一
）
年
の
間
に
清
原
宣
賢
と
一
族
及
び
周
辺
の
人
々
に
よ
る

右
に
見
る
ご
と
く
、
永
正
十
七
(
-
五
二

0
)
ー
天
文
二
十

や
す
く
す
る
た
め
に
、
大
永
版
の
無
訓
本
に
訓
点
を
加
え
て
重
版

生
涯
は
‘
宣
賢
の
生
存
年
と
ほ
ぽ
重
な
っ
て
い
た
。

そ
の
前
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
宣
賢
よ
り
後
に
生
れ
た
伊
治
の

天
文
二
十
年
は
小
槻
伊
治
が
没
し
た
年
で
あ
り
、
清
原
宣
賢
は

刊
語
に
「
加
二
清
家
貼

-‘
以
重
錢
二
諸
梓
云
K

。
蓋
為
二
伴
夫
愚
蒙

荊

―易
レ
珀
叫
也
」
と
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
本
文
を
読
み

し
た
の
で
あ
る
。

両
本
(15)

の
基
本
的
性
格
の
相
違
は
、
大
永
版
が
無
訓
本
、
享
禄

版
が
付
訓
本
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
他
書
誌
的
特
徴
を
記

左
右
雙
辺
、
無
界
、
八
行
一
六
字
(
-
四
字
）
、
匡
郭
内

一
九
・
九
X

一
行
あ
た
り
の
字
数

は
少
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
享
禄
版
に
訓
み
仮
名
が
付
け
加
え

小
槻
伊
治
が
二
度
に
わ
た
っ
て
出
版
し
た
理
由
は
、
享
禄
版
の
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手
に
な
る
も
の
、
お
そ
ら
く
小
槻
伊
治
そ
の
人
の
も
の
で
あ
る
と

検
討
し
て
み
た
い
。

両
本
の
字
の
書
風
は
よ
く
似
て
お
り
、

(17
)
版
下
は
同

一
人
物
の

る
。

お
残
る
。

版
の
本
文
の
類
似
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ

に
誰
も
行
わ
な
か

っ
た
事
業
を
遂
行
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
な

ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
(16
)
、
こ
の
こ
と
が
大
永
版
と
享
禄

い
え
、
何
故
伊
治
が

『御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
い
う
そ
れ
ま
で

い
い
が
た
い
。
し
か
し

J

れ
ら
の
相
違
は
異
本
の
校
合
の
際
し

そ
れ
に
し
て
も

小
槻
伊
治
が
清
原
氏
の
縁
者
で
あ
っ
た
と
は

が
異
な

っ
て

お

り

ま

っ
た
＜
両
本
の
語
句
が
同
じ
で
あ
る
と
は

と
い

っ
た
違
い
が
認
め
ら
れ
、
体
、
節
、
権
、
箇
、
関
等
の
字
体

四

七
条

八
条

九
条五条

――10条
起
請

裁
許

御
下
文
之
輩

時
議

砒
謬

問
注

枇
謬

大
永
版

裁
許
者

御
下
文
輩

時
儀

砒
謬

問
註

砒
謬

期
の
小
槻
伊
治
の
行
動
を
記
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

て
、
法
印
の
式
目
を
て
ん
し
候
」
（
同
年
五
月
二
十
八
日
条
）
と
伊
治

と
（
太
氷
七
年
正
月
三
十
日
条
）
、
ま
た
別
の
機
会
に
「
官
務
来
候

享
禄
版

以
外
に

あ
り
、
親
し
く
つ
き
あ
っ
て
い
た
山
科
言
継
が
、

継
卿
記
』
に
、
伊
治
が

『御
成
敗
式
目
』

そ
の
日
記
『
言

の
摺
本
を
言
継
邸
へ
持

参
し
て
言
継
の
伯
母
の
夫
に
あ
た
る
白
山
長
吏
法
印
に
与
え
た
こ

が
点
を
加
え
た
こ
と
(19)
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
大
永
四
年

の
無
訓
本
刊
行
後
、
付
訓
本
を
再
版
し
よ
う
と
準
備
し
て
い
た
時

そ
こ
で
、
次
に
小
槻
伊
治
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
更
に
詳
細
に

両
本
の
本
文
の
語
句
を
比
較
す
る
と
‘
巻
末
の
刊
語
が
異
な
る

大
永
版
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
二
年
少
し
後
に
、
伊
治
の
隣
人
で

ら
れ
た
こ
と
に
主
た
る
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

推
測
さ
れ
る

(
1
8
)
0
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な
っ
た
。

r
御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
伊
治

の
養
子
高
国
が
足
利
義
手
の
将
軍
復
職
を
助
け
、
自
ら
は
管
領
に

を
め
ざ
し
て
、

倉
時
代
に
隆
職
流
（
壬
生
家
）
と
広
房
流
（
大
宮
家
）
の
二
家
に
分

で
あ
っ
た
。
応
仁
の
乱
後
に
生
れ
、
永
禄
十
一
年
(
-
五
六
八
）
九

に
昇
進
し
て
い
る
。

年
齢

地

位

れ
ば
次
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
親
戚
の
清
原
業
賢
と
ほ
ぼ
同
様

小
槻
伊
治
の
位
階
と
官
職
は
山
科
言
継
の
『
歴
名
土
代
』
に
よ

六
）
に
生
れ
(20)
、
天
文
二
十
年
(
-
五
五
一
）
八
月
二
十
八
日
‘

州
山
口
の
大
内
義
隆
に
庇
護
さ
れ
て
い
た
時
、
陶
氏
の
主
君
へ
の

叛
乱
に
ま
き
込
ま
れ
て
横
死
し
た
（
『大
内
義
隆
記
』
）
。
時
に
五
六
歳

月
の
織
田
信
長
入
京
の
十
七
年
前
に
没
す
る
と
い
う
、
ま
さ
し
く

戦
国
時
代
に
生
涯
を
送
っ
た
人
物
で
あ
る
。

小
槻
氏
は
平
安
末
期
に
官
務
職
を
世
襲
す
る
よ
う
に
な
り
、

防鎌

れ
た
。
両
家
は
官
務
職
に
と
も
な
う
権
力
と
経
済
的
得
分
の
独
占

歴
代
確
執
が
あ
っ
た
が
、
小
槻
伊
治
は
大
宮
官
務

家
の
人
物
で
あ
っ
た
。

永
正
五
年
（

一
五
〇
八
）
大
内
義
興
の
支
援
で
周
防
か
ら
前
将
軍

足
利
義
手
（
義
植
）
が
上
京
す
る
と
、
前
年
暗
殺
さ
れ
た
細
川
政
元

小
槻
伊
治
の
父
時
元
は
こ
の
細
川
高
国
に
結
び
つ
き
‘
壬
生
家

と
の
官
務
職
や
渡
領
を
め
ぐ
る
争
い
の
際
に
は
高
国
に
頼
っ
た
。

間
は
変
ら
な
か
っ
た
。

小
槻
伊
治
は
官
務
小
槻
時
元
の
子
と
し
て
明
応
五
年
(
-
四
九

そ
れ
は
伊
治
の
代
に
な
っ
て
も
細
川
高
国
が
権
力
を
握
っ
て
い
る

年
・
月
・
日

永
正
九
•
十
二
•
三
一
七

同

十

三

・

ニ

・

九

ニ

―

同
十
八
•
三
・
ニ
十
八
二
六

同
十
八
•
四
・

ニ
ニ

六

大

永

ニ

・

ニ

ニ

七

同
六

•

一
・
ニ
十
五
三
一

享

禄

三

・

七

・

十

七

三

五

天
文
三
•
五
·
二
十
二
三
九

同
七
•
一
•
八
四
三

同
十
五
•
三
・
十
九
五
一

こ
の
間
、
父
時
元
が
永
正
十
七
年
（
一

従
五
位
上

正
五
位
下

左
大
史

正
五
位
上

算
博
士

従
四
位
下

従
四
位
上

正
四
位
下
（
在
防
州
）

正
四
位
上

尾
張
権
守

ニ
O
)
四
月
十
一
日
に
急

死
し
た
後
に
二
五
歳
で
家
督
を
継
ぎ
（
『実
隆
公
記
』）
、
大
永
六
年

（
一
五
二
六
）
七
月
八
日
に
は
壬
生
家
の
干
恒
に
か
わ
っ
て
官
務
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こ
o
(
2
2
)

f
 

い
ず
れ
も
内
容
は
、
官
宣
旨
作
成
の

圏
と
い
う
薬
を
調
合
(
+
月
十
二
日
条
）
、
毛
詩
を
講
義
す
る
(
+

宮
内

八
）
成
立
の
『
公
武
大
体
略
記
』
に

「
官
長
者
職
の
事
‘
小
槻
氏
累

代
相
続
也
…
…
日
本
国
中
神
社
仏
寺
の
草
創
縁
起
及
五
畿
七
道
の

荘
園
田
畠
等
に
付
て
御
尋
の
時
、
古
今
の
法
令
文
書
を
引
勘
侍
て

（
小
槻
晴
富
『
当
局
追
誡
』
）、

よ
く
現
代
ま
で
伝
え
た
が
(21)
、
伊
治

て
、
土
御
門
大
宮
邸
の
文
庫
は
兵
火
に
焼
け
、
戦
禍
を
避
け
て
宇

治
平
等
院
に
移
し
た
文
書
は
軍
兵
に
よ
っ
て
悉
く
紛
失
さ
せ
ら
れ

小
槻
伊
治
の
追
し
た
著
作
に
は
、
『
伊
治
記
』
（
写
本

陵
部
、
国
立
公
文
書
館
蔵
）
や
『
伊
治
宿
禰
等
符
案
』
（
写
本

庁
書
陵
部
蔵
）
等
が
あ
る
が
、

宮
内
庁
書

「
古
今
の
法
令
文
書
を
引
勘
」
す
る
の
が
仕
事
で
も
あ
っ
た
官
務

は
、
当
然
、

武
家
法
と
は
い
い
な
が
ら
中
世
基
本
法
典
の
―
つ
で

あ
る

『御
成
敗
式
目
』
の
条
文
に
も
通
じ
て
い
た
。
官
務
小
槻
晴

富
は
、
文
明
十
一
年
(
-
四
七
九
）
五
月
、
京
都
の
五
条
で
お
こ
っ

た
妻
敵
討
の
事
件
で
、
室
町
幕
府
か
ら
『
式
目
』

の
三
四
条
密
懐

法
の
本
文
の
出
自
や
読
み
方
を
問
わ
れ
て
返
答
し
て
い
る
。
(23)

一画、

山
科
言
継
邸
の
北
隣
に
あ
り
、
(24)
当
時
の
伊
治
の
京
都
に

お
け
る
日
常
生
活
は
親
し
く
交
流
し
て
い
た
山
科
言
継
の
日
記

『
言
継
卿
記
』
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
大
永
七
年
(
-
五
二
七
）
小
槻
伊
治
三
二
歳
の
年
の
生
活

廷
の
除
目
に
出
仕
（
七
月
十
三
日
条
）
、
言
継
か
ら
楽
目
録
を
借
り
て

加
点
（
五
月
二
十
八
日
条
）
、

子
供
を
亡
く
す
（
九
月
八
日
条
）
、
牛
玉

書
写
（
四
月
十
八
日
条
）
、
先
述
し
た
大
永
版
『
御
成
敗
式
目
』
へ
の

ぶ
り
を
見
て
み
る
と
、
前
年
に
就
任
し
た
官
務
の
仕
事
と
し
て
宮

の
大
宮
家
の
方
は
、
祖
父
長
興
の
時
代
、
応
仁
文
明
の
乱
に
際
し

壬
生
家
の
方
は
家
訓
を
作
成
し
て
ま
で
文
書
の
保
存
管
理
を
図
り

そ
の
た
め
官
務
家
は
文
庫
を
作
っ
て
文
書
の
収
蔵
に
つ
と
め
た
。

小
槻
伊
治
の
住
居
は
天
文
十
年
頃
ま
で
禁
襄
の
西
側
、
六
町
の

じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

づ
い
て
答
え
る
役
目
で
あ
り
、
古
今
の
法
令
や
太
政
官
文
書
に
通

申
上
る
重
役
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
下
問
を
う
け
て
資
料
に
も
と

伊
治
の
時
代
の
官
務
の
仕
事
と
い
え
ば
、
長
禄
二
年
(
-
四
五

職
に
補
せ
ら
れ
た
（
『
お
湯
殿
上
日
記
』）。

る。 下
知
の
請
文
と
太
政
官
符
の
案
文
が
書
き
連
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
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『御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
伊
治

條
に
物
書
會
之
間
罷
候
、
甘
露
寺
一
品

老
父
、
柳
原
、
予
‘
蔵

だ
が
、
伊
治
の
大
宮
家
の
方
は
前
述
の
ご
と
く
和
睦
状
で
禁
止

月
六
日
条
）
と
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
と
り
わ
け

一
番
目
に

つ

あ
る
。
ち
な
み
に
、
二
月
に
は
父
時
元
以
来
頼

っ
て
き
た
細
川
高

そ
の
中
で
伊
治
は
祇
園
会
の
よ
う
な
祭
礼
（
六
月
十
三
日
条
）
、
紫

席
し
、

さ
ら
に
将
棋
、
碁
、
朝
喰
等
に
も
参
加
し
て
い
る
。
特
に

物
書
会
、
蹴
鞠
に
は
度
々
出
か
け
て
お
り
、
蹴
鞠
の
場
合
、

後
半
の
十
八
日
か
ら
三
十
日
の
間
に
―

一
回
も
参
加
す
る
と
い
う

頻
繁
さ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
寄
合
に
は
、

五
月

山
科
言
継
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
「
四

内
、
不
レ
可
三
契
約
二
他
人
ー事
」
と
い
う
一
条
が
約
束
さ
れ
て
、
祖

に
あ
っ
た
。

由
は
、
官
務
渡
領
の
支
配
を
は
じ
め
官
務
職
に
伴
う
経
済
的
得
分

永
七
年
九
月
十
二
日
条
）
と
記
し
て
い
る
。

ず
の
歌
会
、
連
歌
会
、
物
書
会
、
蹴
鞠
、
十
種
香
等
の
寄
合
に
出

一
盃
あ
り
」
（
八
月
十
三
日

連
帯
感
を
共
有
し
な
が
ら
伊
治
は
生
活
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(26) と
こ
ろ
で
、
小
槻
伊
治
の
大
宮
官
務
家
に
と
っ
て
、
大
永
七
年

の
最
大
の
出
来
事
は
、
官
務
職
を
め
ぐ

っ
て
南
北
朝
時
代
以
降
対

立
が
続
い
て
い
た
壬
生
家
と
の
九
月
の
和
解
で
あ
っ
た
。
両
家
の

間
に
立
っ
て
仲
介
し
た
三
条
西
実
隆
は

「

干
恒
•
伊
治
両
宿
禰
和

睦
事
、
以
二
条
書
ー大
概
今
日
治
定
分
也
、
珍
重
」
（『実
隆
公
記
』大

こ
の
時
の
和
睦
状
に
従
っ
て
壬
生
干
恒
と
伊
治
は
以
後
交
互
に

官
務
職
に
就
い
て
い
る
が
(27)
、
両
家
が
激
し
く
争
っ
た
最
大
の
理

野
見
物
の
よ
う
な
物
見
遊
山
（
九
月
二
十
六
日
条
）
や

一
度
な
ら

(25)
経
済
的
に
も
窮
地
に
陥

っ
て
い
た
。

江
国
滋
賀
郡
法
光
寺
領
苗
鹿
庄
の
田
地
を
油
却
で
き
な
く
な
り

父
長
興
以
来
別
相
伝
の
地
と
主
張
し
て
き
た
官
務
渡
領
で
あ
る
近

を
失

っ
て
お
り
、
九
月
の
壬
生
官
務
家
と
の
和
解
で
、
「
渡
領
之
者
と
い

っ
た
様
々
な
階
層
の
人
々
で
あ
り
、
そ
れ
ら
町
の
衆
と
の

国
が
桂
川
合
戦
で
敗
れ
て
近
江
に
逃
れ

一
旦
京
都
で
の
庇
護
者
痰
近
く
の
六
町
の
他
の
住
人
、
す
な
わ
ち
武
家
、

山
伏
、
商
工
業

槻
伊
治
が
つ
き
あ

っ
て
い
た
の
は
、
公
家
ば
か
り
で
は
な
く
、
禁

く
の
は
、
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
た
多
様
な
寄
合
へ
の
参
加
ぶ
り
で

条
）
と
近
所
の
公
家
衆
が
集
ま
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
し
か
し
、
小

人
将
監
氏
直
、
同
資
直
卿
、
伊
治
也
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の
庇
護
を
う
け
た
。

か
っ
た
大
宮
官
務
家
は
、
伊
治
の
遠
国
で
の
死
に
よ
っ
て
、
以
後

失
い
、
保
管
す
る
文
庫
も
持
た
ず
、
京
都
に
安
住
の
地
を
保
て
な

こ。t
 

に
「
此
上
者
油
却
二
田
地

ー事
、
向
後
不
レ
可
レ
及
二
所
存

一之
旨
‘
堅

可
レ
被
二
仰
伝
一之
由
、
可
レ
得
二
御
意

＿候
」
と
あ
り
、
続
け
て
い
た

田
地
の
泊
却
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ら
れ
る
が
、

そ
の
壬
生
干
恒
の
申
状
(29)
に
、
「
至
二
伊
治
宿
禰
l

者、

あ
る
ご
と
く
、

小
槻
伊
治
は
京
で
の
定
住
生
活
が
困
難
に
な
る
に

が
現
存
記
録
で
は
初
出
の
日
付
と
し
て
知
ら
れ
る
防
州
山
口
の
大

内
義
隆
の
下
で
あ

っ
た
（
『言
継
卿
記
』
）
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以

前
伊
治
は
、
大
永
六
年
か
ら
享
禄
二
年
に
か
け
て
越
前
の
朝
倉
孝

景
を
頼
り
（
『実
隆
公
記
』）
、
天
文
元
年
二
月
に
は
土
岐
氏
の
美
濃
に

も
出
か
け
て
い
る
（
『言
継
卿
記
』）
が
、
こ
れ
以
後
は
終
生
大
内
氏

天
文
元
年
七
月
以
降
の
小
槻
伊
治
は
、
京
都
と
防
州
山
口
を
往

き
来
す
る
生
活
の
中
で
、
官
務
の
仕
事
を
行
い
、
官
位
も
昇
進
し

大
内
義
隆
の
側
近
と
し
て
の
小
槻
伊
治
の
主
た
る
役
割
は
、
職

掌
柄
文
書
作
成
を
含
む
有
職
故
実
の
教
授
に
あ
っ
た
。

(31)

『
大
内

義
隆
記
』
に
よ
れ
ば
、

天
文
十
五
年
か
ら
十
七
年
に
か
け
て
大
内

義
隆
が
行
っ
た
四
書
五
経
の
輪
読
の
際
に
は
、
同
道
し
て
い
た
清

い
は
義
隆
の
正
妻
万
里
小
路
秀
房
の
女
貞
子
に
仕
え
て
い
た
上
臆

は
安
定
し
た
か
に
見
え
た
が
、

天
文
二
十
年
八
月
二
十
九
日
、
陶

晴
賢
の
主
君
へ
の
謀
叛
の
際
、
「
官
務
殿
ハ
湯
田
ナ
ハ
テ
ニ
テ
陶
房

州
ガ
軍
兵
ド
モ
ガ
打
殺
シ
ケ
リ
」
と
い
う
悲
劇
的
な
最
期
を
と
げ

宮
廷
文
書
を
司
る
官
務
と
し
て
、

収
蔵
し
て
お
く
べ
き
文
書
を

そ
こ
で
伊
治
が
頼
っ
て
下
向
し
た
の
は
、
天
文
元
年
七
月
五
日

至
っ
た
。

ヒ
」
、
天
文
十
四
年
義
尊
を
生
ん
だ
。
こ
う
し
て
小
槻
伊
治
の
生
活

で
あ
っ
た
が
、
「
義
隆
ノ
イ
ツ
ノ
間
ニ
オ
モ
ハ
レ
人
ト
ナ
リ
玉

窮
困
之
余
、
連
年
断
二
帝
都
之
安
住
―、
失
二
奉
公
之
経
営
―候
」
と

三
位
業
既
と
と
も
に
義
隆
等
の
質
問
に
答
え
た
。
ま
た
、
娘
お
さ

こ
う
し
た
大
宮
家
の
所
領
に
対
す
る
態
度
は
壬
生
家
か
ら
訴
え

を
経
な
い
十
月
二
十
九
日
の
苗
鹿
庄
に
つ
い
て
の
伊
治
の
書
状
森
）

て
い
っ
た
。
(30)

寺
領
苗
鹿
庄
の
田
地
を
活
却
し
続
け
た
ら
し
い
。
和
睦
後
ニ
ヶ
月

さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
困
窮
の
あ
ま
り
近
江
国
法
光
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小
槻
伊
治
が
官
務
と
し
て

『御
成
敗
式
目
』

五
r
御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
伊
治

の
内
容
に
通
じ
て

治
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
事
業
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

与
し
て
比
叡
山
の
僧
坊
で
の
開
版
に
協
力
し
て
い
る
（
『艇
長
日
件

四
）
の
叡
山
版

『毛
詩
』
出
版
に
際
し
て
自
分
の
所
持
す
る
本
を
貸

の
生
涯
の
中
で
、

享
禄
版
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
経
済
的
破
綻
か
ら
京
都
の
定
住
が

不
可
能
に
な
り
天
文
元
年
七
月
以
降
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
、
大
内
氏
を
頼

っ
て
の
防
州
と
京
都
と
の
往
来
が
は
じ
ま
る
前

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

敗
式
目
』
の
出
版
は
、
大
宮
官
務
家
の
当
主
と
し
て
、
京
都
に
と

ど
ま
り
な
が
ら
家
の
維
持
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
時
期
の
小
槻
伊

で
出
版
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
秀
賢
は
慶
長
九
年
（
一
六

O

大
永
四
年
十
二
月
と
享
禄
二
年
八
月
の
二
度
に
わ
た
る

『御
成
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
京
都
の
園
光
寺
‘
要
法
寺
と
い
っ
た
寺
院

い
る
。
彼
の

『慶
長
日
件
録
』
に
よ
れ
ば
、
木
活
字
、
銅
活
字
に

清
原
宣
賢
か
ら
四
代
後
の
博
士
家
で
、
小
槻
伊
治
が
書
写
し
た

と
の
和
解
以
前
の
両
家
の
確
執
が
ま
だ
続
い
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
た
と
い
え
る
。

大
永
版
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
大
永
七
年
九
月
の
壬
生
官
務
家

あ

っ
た
。

し

四
歳
と
い
う
青
年
期
か
ら
壮
年
期
に
入
ろ
う
と
す
る
年
齢
の
時
で

体
的
行
動
は
ほ
と
ん
ど
浮
び
上
っ
て
こ
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か

『御
成
敗
式
目
』
を
出
版
し
た
の
は
二
九
歳
と

以
上
小
槻
伊
治
の
人
物
保
を
追

っ
て
き
た
が
、
伊
治
の
五
六
年

そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ

た
。
(32)

て
も
、
大
永
四
年
出
版
の

『式
目
』
に
自
ら
加
点
し
て
い
る
姿
（
『言

継
卿
記
』
大
永
七
年
五
月
二
十
八
日
条
）
以
外
、
出
版
過
程
を
示
す
具

こ
れ
か
ら
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、

小

槻
伊
治
は
確
か
に
書
物
の
出
版
が
可
能
な
環
境
の
中
に
住
ん
で
い

『伊
勢
物
語
』
を
伝
領
す
る
等
伊
治
と
も
縁
の
あ
っ
た
舟
橋
秀
賢

は
(33)
、
出
版
活
動
に
活
発
に
か
か
わ

っ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て

録
』慶
長
九
年
三
月
二
十
八
日
条
）
。
そ
の
八

0
年
程
前
の
小
槻
伊
治

の
出
版
も
、
清
家
本
の

『御
成
敗
式
目
』
を
自
ら
書
写
し
た
本
を

伊
治
が
近
隣
の
寺
院
の
工
房
に
持
ち
込
ん
で
摺
ら
れ
た
こ
と
も
想

い
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
が
、
伊
治
の
生
涯
を
た
ど

っ
て
み
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だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
の
は
、
下
表
(35)
に
見
ら
れ
る
ご
と
く

『御
成
敗
式
目
』
の
場
合

治
の
大
永
版
、
享
禄
版
の

『御
成
敗
式
目
』
の
出
版
も
清
原
氏
の

学
問
に
も

っ
と
も
近
い
位
置
に
い
た
人
物
の

一
人
で
あ
っ
た
。
伊

相
国
寺
の
光
源
和
尚
が

『三
体
詩
』
を
出
版
し
て
お
り
、
伊
治
の

時
代
に
お
い
て
も
京
都
の
寺
院
に
お
け
る
出
版
は
可
能
で
あ

っ
た

と
こ
ろ
で
、
最
初
に
言
及
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

小
槻
伊
治
は

当
代
随

一
の
学
者
清
原
宣
賢
の
縁
者
で
あ
り
、
博
士
家
清
原
氏
の

式
目
学
の
展
開
の
中
で
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た。

当
時
、
清
原
氏
の
学
問
が
出
版
と
い
う
形
式
を
と

っ
て
流
布
し

っ
た
こ
と
が
充
分
考
え
ら
れ
る
。
(34

に
際
し
て
は
、
当
時
頼
っ
て
い
た
越
前
朝
倉
氏
の
財
政
援
助
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

享
禄
二
年
八
月
の

『御
成
敗
式
目
』
出
版

に
陥
っ
て
い
た
小
槻
家
に
と
っ
て
は
、
そ
の
捻
出
は
む
ず
か
し
か

ま
た
、
出
版
費
用
に
関
し
て
い
え
ば
‘
慢
性
的
な
経
済
的
困
窮

と
思
わ
れ
る
。

せ
い
も
あ

っ
て
不
活
発
で
あ

っ
た
が

明
応
三
年
(
-
四
九
四
）
に

像
で
き
る
。
当
時
の
京
都
の
五
山
寺
院
の
出
版
活
動
は
、
戦
乱
の

っ
て
お
り
、
清
原
氏
の
学
問
の
影
響
を
う
け
て
い
る
と
い
え
る
。

大
永
四
•
三

同
八

〔
大
永
年
間
〕

享
禄
元
・
十
二

同
ニ
・
八

〔
同
四
〕

天
文
二

出
版
書
名

『御
成
敗
式
目
』

『医
書
大
全』

『三
体
詩
』

『韻
鏡
』

『御
成
敗
式
目
』

『皇
年
代
記
』

『論
語
』

こ
れ
ら
大
永
四
年
(
-
五
二
四
）
か
ら
天
文
二
年
(
-
五
三
三
）

天
文
二
年
阿
佐
井
野
氏
刊

『論
語
』

(36
)
ま
た
、

『医
書
大
全
』
『
三
体
詩
』

出
版
関
係
者

小
槻
伊
治
刊

阿
佐
井
野
宗
瑞
刊
・
痔
桂
祓

阿
佐
井
野
宗
禎
刊

宗
仲
刊
•
清
原
宣
賢
肱

小
槻
伊
治
刊

宗
仲
刊

阿
佐
井
野
氏
刊
•
清
原
宣
賢
序の

の
出
版
に
清
原
宣
賢
が
関
わ

の
刊
行
者
阿
佐
井
野
宗
瑞
‘

同
宗
禎
の
う
ち
、
宗
瑞
は
泉
州
堺
の
人
で
屋
号
を
野
遠
屋
と
称
し

婦
人
科
の
医
者
で
あ

っ
た
。
宗
禎
も
同
族
と
い
わ
れ
て
い
る
。

g

こ
の

二
人
が
清
原
宣
賢
と
関
係
が
あ

っ
た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、

天
文
版

『論
語
』
の
序
に
宣
賢
が
「
泉
南
有
二
佳
士

-‘
厭
名
日
阿

ち

『御
成
敗
式
目
』
以
外
で
は
、
享
禄
元
年
宗
仲
刊

『韻
鏡
』
と

九
年
間
に
京
畿
で
出
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
七
つ
の
書
物
の
う

刊
行
年
月
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十
六
日

r
御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
伊
治

一
宗
仲
が
皇
年
代
記
を
借
用
中
と
実
隆
が
日
記
に
記
す

目
』
を
出
版
し
て
か
ら
一
ヶ
月
後
の
享
禄
二
年
九
月
後
半
二
週
間

い
て
お
き
た
い
基
本
的
な
実
用
書
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

式
目
』
が
中
世
碁
本
法
の
一
っ
と
し
て
一
般
に
広
く
知
ら
れ
、
用

一
連
の
出
版
さ
れ
た
書
物
に
共
通
し
て
い
る
性
格
は
、
『
御
成
敗

小
槻
伊
治
の
住
居
と
は
東
洞
院
通
り
を
隔
て
て
、
ご
く
近
所
に
居

当
代
一
流
の
文
化
人
で
あ
っ
た
三
条
西
実
隆
は
、
禁
裏
近
く
の

者
、
す
な
わ
ち
建
仁
寺
一
華
院
の
寿
桂
‘
堺
普
門
院
の
宗
仲
‘
そ

彼
ら
の
人
的
交
流
の
面
で
い
え
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

い
た
と
い
え
る
。

間
に
立
っ
て
も
ら
う
ほ
ど
の
三
条
西
実
隆
と
の
関
係
で
あ
っ
た
が

博
士
家
清
原
氏
の
学
問
を
中
心
に
し
て
―
つ
の
文
化
圏
に
入
っ
て

行
っ
た
小
槻
伊
治
、
阿
佐
井
野
氏
、
宗
仲
は
清
原
宣
夜
あ
る
い
は

っ
た
が
、
室
町
時
代
後
期
、
戦
国
時
代
に
京
畿
で
書
物
の
出
版
を

阿
佐
井
野
氏
と
宗
仲
は
当
時
繁
栄
を
誇
っ
た
泉
州
堺
の
人
で
あ

梓
、
若
何
‘

佐
井
野

一
日
謂
レ
予
云
‘
,
•
…
•
今
要
ぶ
飼一家
本

l 、

以
重
錢
じ

予
云
‘
善
」
と
記
す
よ
う
に
阿
佐
井
野
氏
と
清
原
宣

賢
も
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。

住
し
て
い
た
が
、

そ
の
日
記
『
実
隆
公
記
』
に
は
、

先
の
出
版
関

係
者
の
う
ち
阿
佐
井
野
氏
以
外
の
す
べ
て
の
人
の
名
が
登
場
し
て

く
る
。
例
え
ば
次
の
記
事
は
、
小
槻
伊
治
が
享
禄
版
『
御
成
敗
式

の
も
の
で
あ
る
。

寿
桂
か
ら
実
隆
へ
消
息
あ
り

小
槻
伊
治
、
実
隆
邸
へ
来
る

小
槻
伊
治
の
越
前
下
向
を
実
隆
が
知
る

宗
仲
よ
り
実
隆
へ
書
状
あ
り

清
原
宣
腎
、
実
隆
邸
へ
来
る
。
実
隆
、
宗
仲
へ
前
日
の

書
状
の
返
書
を
出
す

痔
桂
、
実
隆
邸
へ
来
る

他
の
『
医
書
大
全
』
『
韻
鏡
』
『
皇
年
代
記
』
『
論
語
』
の
出
版
関
係

し
て
清
原
宣
既
（
実
隆
の
嫡
子
公
条
の
師
）
も
こ
ぞ
っ
て
同
じ
時

期
に
三
条
西
実
隆
と
親
し
く
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
当
時
の
人
々
、

て
い
ず
れ
も
医
書
、

と
く
に
知
識
人
に
と
っ

語
学
書
、
年
代
記
、
儒
書
と
し
て
座
右
に
習

小
槻
伊
治
は
大
永
七
年
九
月
の
壬
生
家
と
大
宮
家
の
和
解
の
際

二
十
九
日

十
七
日

十
九
日

二
十
二
日

二
十
七
日

二
十
八
日
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ず
ら
し
い
も
の
と
し
て
そ
の
意
義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
『
医
書

は
、
基
本
的
実
用
書
に
関
し
て
は
、

た
の
で
あ
り
、

新
學

―
而
巳

小
槻
伊
治
の
大
永
版
『
御
成
敗
式
目
』
の
刊
語
に
は

の
出
版
が
企
図
さ
れ
た
要
因
の
―
つ
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

大
永
四
年
(
-
五
二
四
）
十
二
月
に
、
決
し
て
楽
で
は
な
か
っ
た

を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

は
、
大
宮
家
の
当
主
と
し
て
壬
生
家
と
の
官
務
職
を
め
ぐ
る
確
執

務
と
し
て
は
、
大
き
な
負
点
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
小
槻
伊
治

家
に
は

も
な
っ
て
二
五
歳
で
大
宮
家
の
跡
を
つ
い
だ
。
こ
の
時
既
に
大
宮

う
し
た
気
分
を
共
有
で
き
る
環
境
の
中
に
小
槻
伊
治
も
住
ん
で
い

そ
れ
ま
で
の
書
写
に
よ
る
方

法
よ
り
も
、
出
版
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
多
く
の
人
々
に
流

布
す
る
こ
と
を
願
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(39)
そ

そ
の
こ
と
が
大
永
版
、
享
禄
版
の
『
御
成
敗
式
目
』

余
因
以
二
此
書

―始
錢
二
干
板
l

o

庶
幾
F
上
下
専
二
祭
祀
之
證

―‘

左
右
抱
中
勧
懲
之
志
巳
至
レ
尋
二
偏
傍

―、
推
二
黙
密
二
‘
頗
施
二
於

と
あ
り
、
享
禄
版
の
刊
語
に
は

抑
郷
有
先
生
‘
村
有
夫
子
而
時
習
レ
之
、
學
二
日
新

―、
予
寧
為
レ

清
原
氏
の
学
問
の
到
達
を
背
景
に
し
て
一
連
の
出
版
を
行
っ
た
人
時
に
、
小
槻
伊
治
が
初
め
て
『
御
成
敗
式
目
』

の
出
版
を
す
る
際

以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
永
か
ら
天
文
年
間
の
京
畿
で
、
博
士
家

じ
る
普
遍
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
読
み
と
れ
る
。
と
同

(38) 
大
全
』
の
場
合
も
わ
が
国
最
初
の
医
書
の
出
版
と
い
わ
れ
て
い
る
。

『
御
成
敗
式
目
』
の
出
版
は
、
当
時
の
国
書
の
刊
行
と
し
て
は
め

家
法
で
あ
る
こ
と
を
こ
え
て
、

「
理
國
之
紀
綱
」
（
大
永
版
）

「万
代

不
易
之
法
」
（
享
禄
版
）
と
伊
治
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
万
人
に
通

に
対
象
に
し
た
の
は
、

「上
下
」

「左
右
」
「
新
學
」
の
人
々
で
あ

り
、
「
郷
有
先
生
、
村
有
夫
子
」
と
彼
の
生
活
し
た
公
家
世
界
を
こ

え
て
郷
村
の
人
々
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

小
槻
伊
治
は
永
正
十
七
年
(
-
五
二

O
)
の
父
時
元
の
急
死
に
と

一
方
の
壬
生
家
が
懸
命
に
維
持
し
続
け
た
文
書
を
収
蔵

し
た
官
務
文
庫
が
失
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
「
古
今
の
法
令
文
書

を
引
勘
」
（『公
式
大
体
略
記
』
）
し
て
職
務
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
官

と
あ
る
。
こ
れ
に
は
戦
国
時
代
の
『
御
成
敗
式
目
』
が
単
な
る
武

之
哉
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『御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
伊
治

注(
l
)
請
求
記
号
ニ
ワ
三
ー
四
五
三
八
渋
引
き
表
紙
（
後
補
）
の
右
上
方

に
「
昌
平
坂
學
問
所
」
の
黒
印
を
持
つ
。

(
2
)
川
瀬
一
馬

『五
山
版
の
研
究
』
上
巻
昭
和
四
十
五

二
八
七
頁

(
3
)
植
木
直
一
郎

『御
成
敗
式
目
研
究
』

昭
和
五
三
八
五
頁

(
4
)
以
下

『
御
成
敗
式
目
』
を
略
称
す
る
場
合

『
式
目
』
と
す
る
。

(
5
)
『束
寺
百
合
文
書
』
サ
函

―
二
三
号

「
寛
正
四
年
十
一
月
備
中
国
新

見
庄
地
頭
方
政
所
屋
見
捜
物
注
文
案
」
に
「
庭
訓
往
来
」
「
字
痰
」

等
と
と
も
に
「
式
條
本
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)
植
木
直
一
郎
前
掲
瞥
四
三
二
頁

(
7
)
も
う

―
つ
の
清
家
本
の
特
徴
と
し
て
、
六
条
が
「
沙
汰
来
」
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
池
内
義
資

『御
成
敗
式
目
の
研
究
』

昭
和
五
十
四

一
0
―
頁
）
が
、
大
永
版
‘
享
禄
版
と
も
に
「
沙
汰

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
な
い
大
宮
官
務
家
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
令
文
書
を
収
め
た
官
務
文
庫
を
保
持

層
の
人
々
に
知
ら
れ
効
力
を
持
っ
て
い
た
法
令
を
出
版
し
、
流
布

版
を
遂
行
し
た
背
景
に
は
‘
武
家
だ
け
で
は
な
く
当
時
の
広
い
階

経
済
生
活
の
中
で
、
小
槻
伊
治
が
初
め
て

『御
成
敗
式
目
』

の
出

米
」
で
あ
る
。

(
8
)
清
原
教
隆
は
清
家
の
庶
流
で
あ
る
が
、
「
当
家
ノ
記
録
ニ
ハ
清
外
記

教
隆
一
人
/
編
卜
云
ソ
」
（
清
原
業
忠
『貞
氷
式
目
聞
書
』
）
と
い
う

よ
う
に
、
清
原
氏
の
式
目
学
で
は
式
目
編
者
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
。

(
9
)
「
長
興
宿
禰
記
」
文
明
十
八
年
六
月
二
十
日
条
（
『
新
訂
増
補
史
籍

集
覧
』

昭
和
四
十
二
）
に
、
「
清
三
品
宗
賢
卿
、
同
女
中
予
息
女

来
會
、
時
元
召
具
レ
之
」
と
あ
る
。

(10)
「
壬
生
家
文
書
」
六
、
古
宣
命
裏
文
書
（
『固
書
寮
叢
刊
』

昭
和

五
十
九
）
の
永
正
五
年
七
月
二
日
条
に
「
彼
少
納
言
ム
ス
メ
ハ
時
元

息
卜
云
ナ
ッ
ケ
ト
云
々
」
と
あ
る
。
少
納
言
は
清
原
宣
賢
、
時
元
息

は
小
槻
伊
治
に
比
定
さ
れ
る
。
時
に
伊
治

一
三
歳
。
そ
の
後
二
人
が

結
婚
し
た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
伊
治
が
清
原
氏
の
親
戚
で
あ

る
こ
と
は
動
か
な
い
事
実
で
あ
る
。

(11)
『
雑
卑
分
脈
』
、
注

(10)
の
「
壬
生
家
文
害
」
に
よ
っ
て
作
成

(12)
和
島
芳
男
「
清
原
宣
賢
と
そ
の
家
学
」
（
「
日
本
歴
史
」
一
八
五
号

昭
和
三
十
八
•
十
）

(13)
『中
祉
法
制
史
料
集
』
第

一
巻

昭

和

三

十

三

二

頁

(14)
大
永
版
ー
龍
門
文
庫
。
享
禄
版
ー
上
呂
内
庁
書
陵
部
‘
早
大
、
東
大
（
ニ

冊）、

天
理
。
大
永
版
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
天
理
図
書
館
蔵
本
が

知
ら
れ
て
い
る
（
池
内
義
資
前
掲
書
―
ニ
―
頁
）

(15)
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
大
氷
版
は
龍
門
文
庫
蔵
本
の
東
京
大
学
附
属

図
習
館
蔵
写
真
版
を
‘
享
禄
版
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
を
使
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用
し
た
。
な
お
両
本
の
書
誌
解
題
は
、

『龍
門
文
庫
善
本
書
目
』
、
『酋

刊
影
諮
』
、
『
天
理
図
書
館
稀
書
目
録
和
漢
書
之
部
第
三
』等
で
も
な

さ
れ
て
い
る
。

(16)
「
校
本
御
成
敗
式
目
」
（
前
掲

『中
世
法
制
史
料
集
』
所
収
）
の
校

異
参
照
。

(17)
川
瀬

一
馬
前
掲
書
下
巻

二
五
八
・
ニ
五
九
頁
の
写
真
版
参
照
。

(18)
川
瀬
一
馬
「
大
永
版
御
成
敗
式
目
の
発
見
」
（
「
日
本
古
書
通
信
」
昭

和
十
三

・
十
二
）

(19)
植
木
直
一
郎
前
掲
書
四
七
三
頁

(20)
「
歴
名
土
代
」
（
『群
書
類
従
』
巻
五
百
十
昭
利
四
十
六
）
の
永
正

十
八
年
二
六
歳
、
天
文
三
年
三
九
歳
と
い
う
説
に
よ
っ
た
。

(21)
小
野
則
秋

『
日
本
文
庫
史
研
究
』
（
上
）
昭
利
十
九
五
―
四
頁

(22)
「
長
興
宿
禰
記
」
（
前
掲
）
文
明
十

一
年
十
月
十
四
日
条

(23)
「晴
富
宿
禰
記
」
（
『
図
書
寮
叢
刊
』

昭
和
四
十
九
）
文
明
十

一
年

五
月
二
十
八
日
条
。
ま
た

「長
興
宿
禰
記
」
（
前
掲
）

文
明
十
一
年

五
月
二
十
三
日
条
に
お
い
て
も
こ
の
事
件
に
言
及
す
る
。

(24)
『言
継
卿
記
』
天
文
二
年
十

一
月
二
日
条
に
「
北
隣
官
務
女
房
方
よ

り
、
可
来
之
由
申
候
」
と
あ
る
。
ま
た
天
文
十
三
年
八
月

一
日
条
に

「官
務
、
無
宿
所
之
間
総
持
殿
に
居
住
」
と
あ
る
。

(25)
「壬
生
家
文
書
」
一
、
一

四
号
「
就
両
家
和
睦
永
代
定
箇
条
々
」（
『図

書
寮
叢
刊
』
昭
和
五
十
四
）
、
飯
倉
晴
武
「
大
永
七
年
壬
生
・
大
宮
両

家
和
睦
状
の
成
立
と
大
宮
家
の
没
落
」
（
『
中
世
古
文
書
の
世
界
』
平

成
三
）
参
照
。

(26)
今
谷
明
『言
継
卿
記
』

昭
和
五
十
七

二
五
二
頁
。

ま
た
、
伊
治

の
父
時
元
は
武
家
松
田
頼
亮
が
町
内
に
焼
討
を
か
け
よ
う
と
し
た

際
、
六
町
の
「
梱
辻
子
」
の
住
人
の
意
を
体
し
て
未
然
に
防
ぐ
べ
く

奔
走
し
た
（
『実
隆
公
記
』
永
正
三
年
七
月
十
六
日
条
）

(27)
「
就
両
家
和
睦
永
代
定
罹
条
々
」
（
注

25)

(28)
「壬
生
家
文
書
」
六
、
一
六
四
七
号
（
『図
書
寮
叢
刊
』

昭
和
五

十
九
）

(29)
「
壬
生
家
文
書
」
五
、
一
三
七
二
号
（
『図
書
寮
叢
刊
』

昭
和
五

十
八
）

(30)
天
文
元
年
七
月
以
降
に
伊
治
が
西
国
下
向
し
た
記
録
と
し
て
、
同

二
年
二
月
二
十
三
日
、
同
十
四
年
四
月
十
八
日
（
『
言
継
卿
記
』
）が

わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
間
官
位
は
従
四
位
上
か
ら
正
四
位
上
に
な

り（
『歴
名
土
代
』
）
、
官
務
職
に
は
天
文
六
年
、
同
十
三
ー
＇
十
四

年

に
就
い
て
い
る
（
注

25
飯
倉
論
文
参
照
）

(31)
福
尾
猛
市
郎

『大
内
義
隆
』

平
成
元
五
七
頁

(32)
伊
治
の
子
は
『
歴
名
土
代
』
か
ら
固
雄
、
惟
右
の
二
人
が
知
ら
れ

る
。
し
か
し
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
十
二
月
九
日
‘
正
親
町
天

皇
か
ら
大
宮
家
の
跡
目
を
壬
生
朝
芳
に
預
け
る
女
房
奉
書
が
出
さ

れ
た
（
「
壬
生
家
文
書
」
六
、
一
六
三

0
号
『
図
書
寮
叢
刊
』

昭

和
五
十
九
）

(33)
『慶
長
日
件
録
』
慶
長
九
年
十
月
二
十
八
日
条
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『御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
伊
治

(34)
『実
隆
公
記
』
に
よ
れ
ば
、

享
禄
元
、

二
年
の
小
槻
伊
治
の
京
都
と

越
前
の
往
来
記
録
は
左
記
の
ご
と
く
で
あ
る
。

享
禄
元
・
十
ニ

・
九
越
前
へ
下
ら
ん
と
す
る

同

ニ
・
一
・

七

越

前

よ

り

上

洛

し

、

朝

倉

孝

景

の

書
状

と
千
疋
を
三
条
西
実
隆
に
も
た
ら
す

同
ニ
・
九
・

ニ
十
二
越
前
へ
向
う

同

ニ
・十

一
・
ニ
十
七
伊
治
、
朝
倉
か
ら
実
隆
へ
の
黄
金
供
与

の
仲
介
を
す
る

(35)
川
瀬

一
馬

『古
活
字
版
の
研
究
』
上
巻
昭
和
四
十
二

「第
六
節

消
原
•
阿
佐
井
野
両
氏
開
版
の
意
義
」
参
照
。

(36)
『韻
鏡
』
の
版
文
に
宣
既
は
、
「
非
三
敢
横
二
之
天
下

_‘
聯
備
二
家

訓
而
於
戯

l

、
今
日
家
書
乃
天
下
書
也
」
と
書
き
、

『論
語
』
の
序

文
に
「
家
本
有
二
損
益
之
失
—
乎
、
年
代
寝
遠
不
レ
可
レ
獲
‘
而
測
遂

撰
二
累
葉
的
本

―、
以
付
与
」
と
記
し
て
い
る
。

(37)
『
日
本
人
名
大
事
典
』

昭
和
五
十
四
阿
佐
井
野
宗
瑞
、
同
宗
禎

の
項

(38)
川
瀬

一
馬
前
掲

『五
山
版
の
研
究
』
上
巻

二
七
七
頁

(39)
し
か
し
、
出
版
の
意
義
を
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
、

一
方
で
保
守

す
べ
き
家
学
、
累
家
秘
説
を
持

っ
て
い
た
清
原
宣
賢
や
、
能
箪
で
知

ら
れ
、
古
今
伝
授
の
継
承
者
で
あ

っ
た
三
条
西
実
隆
は
実
際
の
出

版
者
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
宣
賢
の
書
物
出
版
に
対
す
る
一
定
の

理
解
は

『韻
鏡
』『
論
語
』
の
刊
語
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
実
隆
は

特
別
資
料
担
当
）

『韻
鏡
』
が
出
版
さ
れ
た
の
を
耳
に
し
て
、
享
禄
二
年
四
月
十
二
日

に
「
抑
領
鏡
開
版
之
由
間
及
候
。
一
覧
大
切
候
。
餘
本
候
者
、
一
本

可
レ
預
二
芳
志

一候
」
と
い
う
記
事
を
含
ん
だ
書
状
（
『
堺
市
史
』
第

四
巻
昭
和
五
）
を
宗
仲
に
送
っ
て
い
る
。

(
＜
ぽ
お
と
し
ろ
う
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